
健康志向商品等開発事業

平成27年度、平成28年度で行ったオクラパウダー
やかつおだしの機能性を活用して実施する新商品等
の開発を支援します。また、開発した商品が健康に
有用なイメージを持つことでオクラ及びかつお節全
体のイメージ向上に繋がることを目指します。

■要件等

対象者
●市内に住所を有する農業者、農業法人、
農業者が組織する団体
●市内に本店または主たる事業所を有する食品製造事業者

要 件

●本市で生産されたオクラで製造したオクラパウダーまたは
本市産のかつお節を使用する
●オクラパウダー又はかつおだしの機能性の検証結果を活用
した健康志向商品の開発または既存商品のブラッシュアップ
●オクラパウダーの活用による商品開発の場合は、指宿市ヘルス
ケ推進協議会への加入が必要

補助内容
補助額 上限３０万円
補助率 補助対象経費の２／３以内

※他の補助事業と併用は不可

対象経費 原材料費、謝金、委託費、印刷製本費、使用料、その他開発に必
要と認めら得る費用（機器購入は不可）

採択件数 １事業者

事業期間 交付決定通知日～平成31年2月28日

募集期間
（一次）平成30年6月22日～平成30年7月13日
※募集者が採択件数に満たない場合は随時募集

展示商談会
（特典）

採択者は平成31年１月に開催予定の「健康博覧会2019」に優先出
展
※小間代及び標準装備費用は無料

お問い合わせ先
指宿市役所 商工水産課 特産品振興係 ☎２２－２１１１（内線３１４）

■事業の流れ

８

❶ 事業計画承認申請
≪提出書類≫
①事業計画承認申請書
②事業計画書

❼ 実績報告
≪提出書類≫
①実績報告書
②対象経費領収書（写し可）
③商品・パンフレット等の成果
品の写真など

➓ 補助金請求
≪提出書類≫ 交付請求書

申請者手続き 指宿市手続き

❷ 申請書受理

❸ 申請書審査

❽ 書類審査

❾ 補助金交付確定

⓫ 支払い

❹ 交付決定通知書❺ 事業開始
※契約や支出は交付決定通知日以降

❻ 商品開発

機能性情報の提供機能性情報の使用許可申請

商品開発時の相談、報告
商品開発内容の検証、助言
（市、大学、ヘルスケアビジネ
ス協議会で実施）

■目的
かつお節


